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令和６年の最初に給与の支払を受けるために提出された「扶養控除申告書」を確認します。 

 

 

 

 

「定額減税」開始前の準備 

●（本人） 控除対象者であることを確認   

例： 扶養控除等申告書提出済、基準日在職者 

※令和 6 年分所得税の納税者である居住者で所得税の合計所得金額が 1,805 万円以下

※ただし、控除対象者の洗出し時点においては、該当が見込まれる方についても月次減

税をおこないます。 

● 減税対象人数を確認  

例： （本人、同一生計配偶者、子供２名） 計 120,000 円（所得税） 

※扶養控除申告書で同一生計配偶者（所得の見積額等）の確認をします。 

※年少扶養の方も定額減税控除の対象になります。 

●源泉控除対象配偶者欄が空欄、未記載の

扶養者がいる場合   

※扶養控除等申告書に記載のない方（配偶者や

出産など）も月次減税に含める場合は、 

「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を

月次減税の開始月までに提出します。 

原則 

：年末調整で減税 

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf P.4 
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Ⅰ.定額減税の対象者(本人)を洗い出します。 

①『扶養控除等申告書』の提出有無 

    

 

 

 

 

 

 

②『61.社員情報登録・訂正』の確認 

[基本情報] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [税情報] 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は、国税庁の定額減税特設サイトより「給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額

減税のしかた」をご参照ください。 

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf 

× 入社 令和６年６月２日以降 

× 退職 令和６年５月３１日迄 

× 国内に住所がない  

×「乙欄」「丙欄」 

× 給与が 2000 万円を超える（合計所得金額（見積額）が 1805 万円超）給与所得者  

※ 控除対象者の洗い出し時点においては、該当が見込まれる方についても月次減税をおこ
ないます。 
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Ⅱ.定額減税の控除対象者ごとの減税額（同一生計配偶者及び扶養親族の数）の確認をします。 

 【本人：30,000 円】【同一生計配偶者：30,000 円】【扶養親族 1 名につき：30,000 円】 

 

 [扶養情報]画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.各人別事績簿の準備をします。 

 ① e-PAP ユーザーラウンジ お役立ちツール などより各人別事績簿を用意し、定額減税の対象者の

情報を転記します。 

 

 

 

 

 

 

 

× 所得見積額が 48 万円以上 

『扶養控除等申告書』 

配偶者欄の確認 

※定額減税の対象外の方については、氏名のみ記載し、
Book をわけておくと把握がしやすくなります。 

 

<参考 >給与明細への印字 

【01.事前登録処理】『31.会社情報登録・訂正』 

フリー項目情報で、給与明細に出力する 

項目名のタイトルを変更することができます。 

（明細入力画面、賃金台帳は変更されません。） 
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 ①社員情報登録・訂正【基本情報】画面で雇用区分や在職情報確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②社員情報登録・訂正【扶養情報】画面で所得税分の「特別控除額（可能額）」を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）定額減税をおこなう場合（所得税、住 税） 

●（本人） 控除対象者であることを確認  例： 扶養控除等申告書提出済、基準日在職者 

※令和 6 年分所得税の納税者である居住者で所得税の合計所得金額が 1,805 万円以下 

※ただし、控除対象者の洗出し時点においては、該当が見込まれる方についても月次減税

をおこないます。 

● 減税対象人数を確認 例： （本人、同一生計配偶者、子供２名） 計 120,000 円（所得税） 

 ※扶養控除申告書で同一生計配偶者（所得の見積額等）の確認をします。 

 ※年少扶養の方も定額減税控除の対象になります。 

 ※扶養控除等申告書に記載のない方（配偶者、出産など）も月次減税に含める場合は「源

泉徴収に係る定額減税のための申告書」を月次減税の開始月までに提出します。 

● 住民税 各自治体からの通知書を確認 例： 6 月 なし、7 月 5,100 円、８月以降 5,090 円 

 ※令和 6 年度(令和 5 年中)の住民税の合計所得金額が 1,805 万円以下 

 ※令和 6 年に子供が生まれても、令和 5 年 12 月 31 日時点の人数での計算となります。 

「本人」  ３０，０００円 
「配偶者（同一生計）」 ３０，０００円 
「子供（特定扶養）」 ３０，０００円 
「子供（年少扶養）」 ３０，０００円 
           １２０，０００円 
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③ 社員情報登録・訂正【税情報】住 税は、自治体から届く通知書等から入力をおこなってください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 給与明細入力画面【６月分】より月々の入力をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月は徴収なし 

令和 6 年「７月」に差額 

令和 6 年「８月」のみ F5：上書切替で入力 

所得税：６月分 18,510 円減税のため０円 

住 税：６ は徴収なし 

事績簿等に反映します。 

 

参考）５月分 
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参考）各人別控除事績簿 

 

 

参考）７月分 

参考）８月分 

１２０，０００円 

６月分残１０１，４９０円 

賞与分  ６８，９８６円 

３２，５０４円 

１２０，０００円 

賞与まで残３２，５０４円 

７月分  １８，５１０円 

１３，９９４円 

１２０，０００円 

７月分残 １３，９９４円 

８月分  １３，９９４円 

定額減税終了！ 

差額１，６７６円は通常どおり徴収 

参考）賞与 
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 他の社員の方と同じように、扶養情報・税情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月にはじめて支給される給与・賞与のうち先に支給される賞与の計算をします。 

例）6 月賞与で全額控除になる人の例 

(同一生計配偶者:1 名 6 万円特別控除) 

定額減税なし→60363 円の所得税 

定額減税があるため、所得税は 363 円となります。 
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 他の社員の方と同じように、扶養情報・税情報を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・通常通り月々の給与・賞与を計算します。給与明細入力画面で月次減税額残を確認できます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

12 月給与でも月次減税額残が残っている場合は、月次業務では引ききれないため、年次減税業務として

年末調整での減税額の調整になります。（控除しきれない場合は調整給付措置が行われる見込みです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）12 月まで全額控除ができない人の場合 

(扶養者等人数:6 名 21 万円特別控除) 

7月給与 

8 月給与 

11 月給与 

・ 

・ 

・ 

源泉徴収票の摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額 38,381 円」と記載、控除しきれなかった分

は控除外額 171,619円と記載してください。 (210000-171619＝38381) 

国税庁 Q&A https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf 

QA9-2 令和７年以降に支給される給与等に係る定額減税 
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 ①【基本情報】画面で入社年月日を正しく入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②【扶養情報】画面で、月次減税対象外にチェックをつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③給与明細入力画面で月々の入力をおこなってください。  

例）令和 6 年 6 月 2 日以降の入社の場合 

入社日が 6 月 2 日以降の場合は、月次減税額の計算はされないように

もなっています。（チェックがついていないことをご確認ください） 
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 ①【基本情報】画面にて就業状況：退職にし、退職年月日を正しく入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②他社員と同じように、減税額を確認・入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③給与明細入力画面で 6 月の給与の入力をおこなってください。  

例）令和 6 年 6 月 1 日以降に退職した場合 (所得税減税は 3 万円) 

6 月分の月次減税額が計算されます。 

給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉

徴収した税額の合計額を記載することになります。 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf  

QA10-5 退職した人（年末調整未了）の源泉徴収票への記載方法 
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従業員が『給与所得者の扶養控除等（異動）申告書』を提出しており、且つ、支払う給与額（社会保険

料控除後の金額）が月額８万８,０００円未満の場合は減税する所得税がないため源泉徴収対象外となり

ます。 

 

①【扶養情報】画面で、月次減税対象外にチェックをつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②税情報画 の住 税も他社員と同様に  してください。 

 

③給与明細入力画面で月々の入力をおこなってください。  

例）源泉徴収対象外(月額８万８,０００円未満)の場合 

月次減税対象外にチェックをつけると、月次減

税額/月次減税残 は表示されません。 
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 ① 給与支払明細書の作成終了後、年末調整関連処理より年末調整システムを起動し、『41.納付書入力・

出力』を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 会社情報で指定している納付書(毎月用/特例用)が表示されます。集計月又は集計期間を選択し、集計

ボタンを押します。定額減税控除後の税額で集計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額減税後の納付書の出力について（e-PAP年末調整システムリリース前） 

(参考）年末調整との自動連動では、定額減税控除後の算出税額が連動されます。 
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－１１－ 

３．定額減税追加対応（2024.06.18） 

『ｅ-ＰＡＰ給与計算（顧問先給与）【Ｖｅｒ.Ｒ０６.０】』をリリース後、次の対応をおこないま

した。 

 

（１）給与（賞与）明細書出力 

グループメニュー内『02．給与関連処理』⇒『61．給与明細書出力』 

グループメニュー内『03．賞与関連処理』⇒『61．賞与明細書出力』 

定額減税の対象社員の場合は、『給与明細書』『賞与明細書』に「（月次減税額残）」が出力さ

れるようになりました。 

※項目名は、   に“残”をつけた名称で出力されます。 

『給与明細書（簡易）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『賞与明細書』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『給与明細書（詳細）』の場合も、同様に、「（月次減税額残）」欄が出力されます。 

 

 

 

「（月次減税額残）」が出力されます。 
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～e-PAP　給与計算【Ver.R06.0】対応内容より抜粋～



－１２－ 

 

（２）【クラウド】給与（賞与）明細書出力 

グループメニュー内『02．給与関連処理』⇒『51．【クラウド】給与明細書出力』 

グループメニュー内『03．賞与関連処理』⇒『51．【クラウド】賞与明細書出力』 

定額減税の対象社員の場合は、『給与明細書』『賞与明細書』に「月次減税額残」欄が出力されるよ

うになりました。 

※項目名は、   に“残”をつけた名称で出力されます。 
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－１３－ 

 

（３）「月次減税額」の訂正に対応 

『給与明細入力』『賞与明細入力』後に、「月次減税額」が訂正できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「月次減税額」を訂正したい場合は、グループメニュー内『01．事前登録処理』⇒『61．社員情

報登録・訂正』で訂正します。 

≪訂正手順≫ 

①グループメニュー内『01．事前登録処理』⇒『61．社員情報登録・訂正』【基本情報】で、

［ＳＦ６：個別支給日］を選択してください。 

 

 

②【個別支給日情報】右側の「給与月次減税額・減税残」「賞与月次減税額・減税残」で、訂正

したい月（回）の「月次減税額」「月次減税残」を入力してください。 

 

 

 

 

 

【個別支給日情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１）「月次減税額」を 16,000 円に訂正したい 

【給与明細入力】（訂正前） 

 
 
 

【給与明細入力】（訂正後） 

 

 

 

 

【個別支給日情報】で入力した金額が表示され

ます。 

追加しました。 

画面に記載されている赤字の注意事項を確認して、入力してください。 

 注意 「月次減税残」は自動計算されません。「月次減税残」も入力してください。 
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－１４－ 

 

 

 

例２）『給与明細入力』の「所得税」を 3,000 円に訂正したい 

 

 

 

 

 

①「月次減税額」「月次減税残」をメモしてください。 

②［Ｆ５：上書切替］を選択すると、次のメッセージが表示されますので、［ＯＫ］を選択して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

③所得税を訂正します。 

 

 

 

 

 

④「月次減税額」が“０”になっていますので、グループメニュー内『01．事前登録処理』⇒

『61．社員情報登録・訂正』【個別支給日情報（ＳＦ６）】で、「月次減税額」を入力します。 

「月次減税残」は自動計算されませんので「月次減税残」も入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給与明細入力】 

 

 

 

 

【給与明細入力】 

 

 

 

 

「月次減税額」が“０”になります。 

「月次減税残」も変更されます。 

①でメモした「月次減税額」「月次減税残」を入力します。 

 

【給与明細入力】に、入力した「月次減税額」「月次減税

残」が表示されます。 

「所得税」を 3,000 円に訂正します。 
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